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お
知
ら
せ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）医
薬
品
の

利
用
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
の
負
担
軽
減
と
医

療
費
削
減
の
た
め
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
』

を
一
部
の
方
に
送
付
し
ま
す
（
７

月
、
９
月
、
11
月
の
３
回
予
定
）。

　

こ
れ
は
、
現
在
処
方
さ
れ
て
い

る
新
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
切
り
替
え
た
場
合
に
、
自
己
負

担
額
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
方
に
、
切
り
替
え

を
検
討
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
通

知
で
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
6
⒇
１
６
０
０

障
害
年
金
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

障
害
の
あ
る
方
が
次
の
３
つ
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場

合
は
、
障
害
基
礎
年
金
や
障
害
厚

生
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

①�

初
診
日
が
年
金
制
度
加
入
期
間

中
で
あ
る
こ
と

※�

初
診
日
に
加
入
し
て
い
た
年
金

制
度
に
よ
り
手
続
き
先
が
異
な

り
ま
す
。
初
診
日
が
20
歳
前
ま

た
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
年

金
未
加
入
期
間
中
の
方
は
障
害

基
礎
年
金
の
対
象
で
す
。

②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

③�

保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と

　

障
害
年
金
を
受
給
す
る
に
は
、

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
に
よ
る
請

求
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
、
次
の
手
続
き
先
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
手
続
き
先
】

　

障
害
基
礎
年
金
…
国
保
年
金
課

　
（
初
診
日
が
第
３
号
被
保
険
者

期
間
中
の
方
は
年
金
事
務
所
）

　

障
害
厚
生
年
金
…
年
金
事
務
所

※�

障
害
者
手
帳
と
障
害
年
金
の
等

級
は
判
断
基
準
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
6
⒇
１
６
０
０

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
第

２
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税
（
第

１
期
）
の
納
期
限
は
７
月
31
日
㊌

で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関
ま
た

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国
民

健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
は
７

月
12
日
㊎
に
発
送
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
税
等
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
安
心
で
確
実
な

口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、
6
⒇
１
６
０
９

７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
利
用
推
進
協
会

に
よ
る
テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策

に
つ
い
て

　

携
帯
電
話
で
の
新
し
い
電
波
利

用
開
始
に
伴
い
、
８
月
以
降
市
内

で
も
テ
レ
ビ
受
信
障
害
が
出
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
地
域

の
方
へ
は
お
知
ら
せ
を
投
函
の
う

え
、
身
分
証
明
書
を
所
持
し
た
対

策
員
が
訪
問
し
て
作
業
内
容
を
説

明
し
、
了
解
を
い
た
だ
い
た
上
で

対
策
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
発
生
す
る
恐
れ
の
あ
る

地
域
の
方
へ
も
お
知
ら
せ
が
配
布

さ
れ
ま
す
。
テ
レ
ビ
映
像
に
影
響

が
生
じ
た
場
合
は
、
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
費
用
は
す
べ
て
当
協
会

が
負
担
し
、
費
用
を
請
求
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
詐
欺

行
為
や
悪
徳
商
法
に
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※�

Ｂ
Ｓ
／
Ｃ
Ｓ
放
送
に
影
響
が
出　

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
受
信
障
害
対
策

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
９
時
～
22
時
）

7
０
１
２
０（
７
０
０
）０
１
２

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
０（
３
７
８
６
）０
７
０
０

（
有
料
）

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の�

提
出
を
忘
れ
ず
に
！

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助

け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。

　

受
給
者
の
方
は
、
手
当
を
引
き

続
き
受
給
で
き
る
か
を
確
認
す
る

現
況
届
を
、
毎
年
８
月
に
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
提
出
さ
れ
な

い
と
、
11
月
分
以
降
の
手
当
が
受

給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
前
年
の
所

得
等
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
方
も
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

ま
た
、
10
月
か
ら
の
消
費
税
率

引
き
上
げ
に
関
連
し
、
今
年
度
の

み
実
施
さ
れ
る
『
未
婚
の
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
に
対
す
る
臨
時
・

特
別
給
付
金
』
の
受
け
付
け
も
同

時
に
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
同
封

す
る
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

提
出
書
類
＝
現
況
届
の
ほ
か
、

手
当
の
受
給
年
数
や
世
帯
構
成
に

よ
り
添
付
書
類
（
詳
し
く
は
７
月

末
に
送
付
す
る
個
別
通
知
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
）
／
手
当
額
＝
本
人

お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所

得
額
（
養
育
費
含
む
）
に
よ
り
決

定
／
提
出
期
間
＝
８
月
１
日
㊍
～

30
日
㊎
／
提
出
場
所
＝
子
育
て
支

援
課
、
本
納
支
所
／
休
日
受
付

（
子
育
て
支
援
課
の
み
）
＝
８
月

25
日
㊐
８
時
30
分
～
17
時
15
分

問
子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、
6
⒇
１
６
１
０

我
が
家
の
照
明
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
２
０
１
９
の
お
知
ら
せ

　

家
庭
の
電
気
使
用
量
の
約
13
％

を
占
め
る
照
明
器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に

交
換
す
る
こ
と
で
、
地
球
温
暖
化

の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素
の
排

出
量
の
削
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
、
Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
に
買
い
替
え
た
家

庭
を
対
象
に
、
抽
選
で
50
名
様
に

「
食
の
ち
ば
の
逸
品
を
発
掘
２
０

１
９
」
受
賞
品
が
贈
ら
れ
ま
す
。

　

参
加
方
法
＝
①
応
募
用
紙
を
入

手
（
長
生
地
域
振
興
事
務
所
県
政

コ
ー
ナ
ー
、
市
環
境
保
全
課
窓
口
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